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第４章 ワクチン 
 
第１節 準備期 

（１） 目的 

ワクチンの接種体制について、新型インフルエンザ等が発生した場合に円滑な接種を実現

するために、町は、県、医療機関及び事業者等とともに、必要な準備を行う。 

 

（２） 所要の対応 

1-1 ワクチンの接種に必要な資材 

町は、以下の表１を参考に、平時から予防接種に必要となる資材の確保方法等の確認を行

い、接種を実施する場合に速やかに確保できるよう準備する。 

 

表 1 予防接種に必要となる可能性がある資材 

【準備品】 【医師・看護師用物品】 

□消毒用アルコール綿 

□トレイ 

□体温計 

□医療廃棄物容器、針捨て容器 

□手指消毒剤 

□救急用品 

○接種会場（接種会場の救急体制を踏ま

え、必要な物品を準備すること。代表的

な物品を以下に示す。） 

・血圧計等 

・静脈路確保用品 

・輸液セット 

・生理食塩水 

・アドレナリン製剤、抗ヒスタミン剤、抗け

いれん剤、副腎皮質ステロイド剤等の

薬液 

□マスク 

□使い捨て手袋（Ｓ・Ｍ・Ｌ） 

□使い捨て舌圧子 

□膿盆 

□聴診器 

□ペンライト 

【文房具類】 

□ボールペン（赤・黒） 

□日付印 

□スタンプ台 

□はさみ 

【会場設営物品】 

□机 

□椅子 

□スクリーン 

□延長コード 

□冷蔵庫／保冷バッグ・保冷剤 

□ワクチン保管用冷凍庫・冷蔵庫 

□耐冷手袋等 
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1-2 ワクチンの供給体制 

町は、医療機関単位のワクチン分配量を決定する必要もあることから、管内の医療機関と密

に連携し、ワクチンの供給量が限定された状況に備え、ワクチンの供給量に応じた医療機関ご

との分配量を想定しておく。 

 

1-3 接種体制の構築 

1-3-1 接種体制 

町は、医師会等の関係者と連携し、接種に必要な人員、会場、資材等を含めた接種体制の

構築に必要な調整を平時から行う。 

 

1-3-2 特定接種 

① 新型インフルエンザ等対策の実施に携わる町の職員については、町を実施主体として、原

則として集団的な接種により接種を実施することとなるため、接種が円滑に行えるよう準備期

から接種体制の構築を図ることが求められる。 

このため、町は、国からの要請を受けて、特定接種の対象となり得る者に対し、集団的な

接種を原則として、速やかに特定接種が実施できるよう、接種体制を構築する。 

 

1-3-3 住民接種 

平時から以下（ア）から（ウ）までのとおり迅速な予防接種等を実現するための準備を行う。 

（ア） 町は、県及び国等の協力を得ながら、町内に居住する者に対し、速やかにワクチンを接

種するための体制の構築を図る1。 

ａ 町は、住民接種については、県及び国の協力を得ながら、希望する町民全員が速やかに接

種することができるよう、準備期の段階から、初動期や対応期に求められる対応を想定し、

パンデミック時にワクチン接種の円滑な実施が可能となるよう、以下に列挙する事項等の接

種に必要な資源等を明確にした上で、医師会や薬剤師会等と連携の上、接種体制につい

て検討を行う。また、必要に応じ、接種会場において円滑な接種を実施できるよう接種の流

れを確認するシミュレーションを行うなど接種体制の構築に向けた訓練を行う。 

ⅰ 接種対象者数 

ⅱ 町職員の人員体制の確保 

ⅲ 医師、看護師、薬剤師等の医療従事者、受付担当者等の事務職員の確保 

ⅳ 接種場所の確保（医療機関、湯河原町の施設等）及び運営方法の策定 

ⅴ 接種に必要な資材等の確保 

ⅵ 国、県及び他市町村間や、医師会、薬剤師会等の関係団体への連絡体制の構築 

ⅶ 接種に関する町民への周知方法の策定 

 
1 予防接種法第 6条第 3項 
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ｂ 町は、医療従事者や高齢者施設の従事者、高齢者等の接種対象者数を推計しておく等、

住民接種のシミュレーションを行うことが必要である。また、高齢者支援施設等の入所者など、

接種会場での接種が困難な者が接種を受けられるよう、町又は県の介護保険部署、障害福

祉部署及び予防接種業務所管部署等が連携し、施設等で実施できるよう接種体制の確保

を図る。 

 

表２ 接種対象者の試算 

 湯河原町 住民接種対象者試算方法 

総人口 22,794 人口統計（総人口） 

基礎疾患のある者 1,596 対象地域の人口の 7％ 

妊婦 70 母子健康手帳届出数（令和８年度見込） 

幼児 331 人口統計（1-6歳未満） 

乳児 61 人口統計（1歳未満） 

乳児保護者※ 122 人口統計（1歳未満）×2 

小学生・ 

中学生・ 

高校生相当 

1,436 人口統計（6歳-18歳未満） 

高齢者 9,988 人口統計（65歳以上） 

成人 12,806 
対象地域の人口統計から上記の人数を

除いた人数 

※ 令和８年１月 1日現在の統計をもとに試算 

※ 乳児（１歳未満の者）が接種不可の場合、その保護者を接種対象者として試算。 

 

ｃ 町は、医療従事者の確保について、接種方法（集団的接種、個別接種）や会場の数、開設

時間の設定等により、必要な医療従事者の数や期間が異なることから、接種方法等に応じ、

必要な医療従事者数を算定すること。特に、接種対象者を１か所に集めて実施する集団的

接種においては、多くの医療従事者が必要であることから、町は、医師会、薬剤師会等の協

力を得てその確保を図り、個別接種、集団接種いずれの場合も、医師会や医療機関、薬剤

師会等との協力の下、接種体制が構築できるよう、事前に連携調整を行う。 

ｄ 町は、接種場所の確保について、各接種会場の対応可能人数等を推計するほか、各接種

会場について、受付場所、待合場所、問診を行う場所、接種を実施する場所、経過観察を

行う場所、応急処置を行う場所、ワクチンの保管場所及び調剤（調製）場所、接種の実施に

当たる人員の配置のほか、接種会場の入口から出口の導線に交差がなく、かつそれぞれの

場所で滞留が起こらないよう配置を検討すること。また、調製後のワクチンの保管では室温

や遮光など適切な状況を維持できるよう配慮する。 

（イ） 町は、円滑な接種の実施のため、システムを活用して全国の医療機関と委託契約を結ぶ
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等、居住する町以外の地方公共団体における接種を可能にするよう取組を進める。 

（ウ） 町は、速やかに接種できるよう、医師会等の医療関係者や学校関係者等と協力し、接種

に携わる医療従事者等の体制や、接種の場所、接種の時期の周知・予約等の接種の具体

的な実施方法について準備を進める。 

 

1-4 情報提供・共有 

1-4-1 住民への対応 

WHOが表明している「世界的な健康に対する脅威」の一つとして「Vaccine Hesitancy2」が挙

げられており、予防接種におけるコミュニケーションの役割が指摘されている。こうした状況も踏

まえ、平時を含めた準備期においては、町は、定期の予防接種について、被接種者やその保

護者（小児の場合）等にとって分かりやすい情報提供を行うとともに、被接種者等が持つ疑問や

不安に関する情報収集及び必要に応じたＱ＆Ａ等の提供など、双方向的な取組を進める。 

 

1-4-2 町における対応 

町は、定期の予防接種の実施主体として、医師会等の関係団体との連携の下に、適正かつ

効率的な予防接種の実施、健康被害の救済及び住民への情報提供等を行う。 

 

1-4-3 衛生部署予防接種業務所管部署以外の分野との連携 

町の予防接種業務所管部署は、予防接種施策の推進に当たり、医療関係者及び予防接種

業務所管部署以外の分野、具体的には町総務部署、介護保険部署、障害福祉部署等との連

携及び協力が重要であり、その強化に努める必要がある。 

また、児童生徒に対する予防接種施策の推進に当たっては、学校保健との連携が不可欠

であり、町予防接種業務所管部署は、町教育委員会等との連携を進め、例えば、必要に応じて

学校保健安全法（昭和 33 年法律第 56 号）第 11 条に規定する就学時の健康診断及び第 13

条第１項に規定する児童生徒等の健康診断の機会を利用して、予防接種に関する情報の周

知を町教育委員会や学校に依頼する等、予防接種施策の推進に資する取組に努める必要が

ある。 

 

1-5 DX の推進 

① 町は、町が活用する予防接種関係のシステム（健康管理システム等）が、国が整備するシス

テム基盤と連携することで、予防接種事務のデジタル化が実現されるよう、国が示す当該シ

ステムに関する標準仕様書に沿って、当該システムの整備を行う。 

② 町は、接種対象者を特定の上、国が整備するシステム基盤に接種対象者を登録することで、

接種勧奨を行う場合に、システムを活用して接種対象者のスマートフォン等に通知できるよう

 
2 The reluctance or refusal to vaccinate despite the availability of vaccines（WHO：The threats to global health in 

2019） 日本語訳として「ワクチン忌避」「予防接種への躊躇」等が、使われている。 
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準備を進める。ただし、電子的に通知を受けることができない者に対しては、紙の接種券等

を送付する必要があることに留意する。 

③ 町は、予防接種事務のデジタル化に対応する医療機関を町民が把握できるよう、また、マ

イナンバーカードを活用して電子的に予診票情報の登録等を行った接種対象者が、予防

接種事務のデジタル化に対応できていない医療機関に来院する等のミスマッチが生じない

よう環境整備に取り組む。 
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第２節 初動期 

2-1 接種体制 

2-1-1 接種体制の構築 

町は、接種会場や接種に携わる医療従事者等の確保等、接種体制の構築を行う。 

 

2-1-2 ワクチンの接種に必要な資材 

町は、第４章第１節 1-2において必要と判断し準備した資材について、適切に確保する。 

 

2-2 接種体制 

2-2-1 特定接種 

接種には多くの医療従事者の確保が必要となることから、接種体制を構築する国、県及び

町は、医師会、薬剤師会等の協力を得て、その確保を図る。 

 

2-2-2 住民接種 

① 町は、目標となる接種ペースに応じた接種を速やかに開始できるよう、住民基本台帳に基

づく人口や年齢等の情報、接種記録等を管理するシステム基盤等を通じて接種予定数の

把握を行い、接種の勧奨方法や予約の受付方法について検討するとともに、接種に必要な

資材等の確保に向けた調整を開始する。 

② 接種の準備に当たっては、予防接種業務所管部署の平時の体制で想定している業務量を

大幅に上回る業務量が見込まれるため、組織・人事管理などを担う部署も関与した上で、全

庁的な実施体制の確保を行う。 

③ 予防接種を実施するために必要な業務を洗い出し、各業務の担当部門を決定した上で、

それぞれの業務について、必要な人員数の想定、個人名入り人員リストの作成、業務内容

に係る事前の説明の実施、業務継続が可能なシフトの作成などを行い、業務の優先順位及

び内容に応じて必要な人員の確保及び配置を行う。予防接種の円滑な推進を図るためにも、

県の保護施設担当部局及び福祉事務所、町介護保険部署、障害福祉部署と予防接種業

務所管部署が連携し行うこと。なお、接種会場のスタッフ、コールセンター、データ入力等、

外部委託できる業務については積極的に外部委託するなど、業務負担の軽減策も検討す

る。 

④ 接種には多くの医療従事者の確保が必要となることから、町は医師会、薬剤師会等の協力

を得て、その確保を図る。 

⑤ 町は、接種が円滑に行われるよう、地域の実情に応じて、医師会、近隣市町村、医療機関

等と接種実施医療機関の確保について協議を行う。その際、あわせて、接種実施医療機関

等において、診療時間の延長や休診日の接種等も含め、多人数への接種を行うことのでき

る体制を確保するほか、必要に応じ、湯河原町の公的な施設等の医療機関以外の会場等

を活用し、医療機関等の医師・看護師等が当該施設等において接種を行うことについても
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協議を行う。 

⑥ 町は、高齢者支援施設、社会福祉施設等に入所中の者など、接種会場での接種が困難な

者が接種を受けられるよう、町又は県の介護保険部署等、医師会等の関係団体と連携し、

接種体制を構築する。 

⑦ 町は、医療機関等以外の臨時の接種会場を設ける場合は、当該接種会場の運営方法を

検討することとし、医療従事者以外の運営要員の確保を進める。なお、臨時の接種会場を

設ける場合は、当該接種会場において、ワクチンの配送や予約管理、マイナンバーカードを

活用した接種対象者の本人確認等の予防接種事務のデジタル化が実現されるよう、当該接

種会場をシステム基盤に登録するほか、必要な設備の整備等の手配を行う。 

⑧ 医療機関等以外の臨時の接種会場を設ける場合は、医療法に基づく診療所開設の許可・

届出が必要である。また、接種方法や会場の数、開設時間枠の設定により、必要な医師数

や期間が異なることから、地域の実情に合わせて、必要な医療従事者数を算定する。 

なお、具体的な医療従事者等の数の例としては、予診・接種に関わる者として、予診を担

当する医師１名、接種を担当する看護師２名を１ブースとして、救急対応発生も考慮して設

定すること、薬液充填及びシリンジ数管理を担当する薬剤師及び看護師は、接種対象人数

に応じて、充分な体制で臨めるよう配置すること、接種後の状態観察を担当する者を１名以

上おくこと（接種後の状態観察を担当する者は可能であれば看護師等の医療従事者が望ま

しい。）、その他、検温、受付・記録、誘導・案内、予診票確認、接種済証の発行などについ

ては、事務職員等が担当することなどが考えられる。 

⑨ 接種会場での救急対応については、被接種者にアナフィラキシーショックやけいれん等の

重篤な副反応がみられた際に、応急治療ができるための救急処置用品として、医師会等と

協議の上、物品や薬剤の準備を行うとともに、常時対応が可能となるよう、救急処置用品に

ついて適切な管理を行う。また、実際に重篤な副反応が発生した場合、発症者の速やかな

治療や搬送に資するよう、あらかじめ、会場内の従事者について役割を確認するとともに消

防機関の協力を得ながら、医療機関との調整を行い、搬送先となる接種会場近隣の二次医

療機関等を選定して、地域の医療関係者や消防機関と共有することにより、適切な連携体

制を確保する。なお、接種や救急対応に必要な薬品、衛生材料等の物品については、医師

会等と、あらかじめ協議し、医療機関に委託等の方法も含め検討を行う。具体的に必要物

品としては、以下のようなものが想定されるため、会場の規模やレイアウトを踏まえて必要数

等を検討すること。 
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表３ 集団接種会場に置いて必要と想定される物品 

【準備品】 【医師・看護師用物品】 

□消毒用アルコール綿 

□トレイ 

□体温計 

□医療廃棄物容器、針捨て容器 

□手指消毒剤 

□救急用品 

○接種会場（接種会場の救急体制を踏ま

え、必要な物品を準備すること。代表的

な物品を以下に示す。） 

・血圧計等 

・静脈路確保用品 

・輸液セット 

・生理食塩水 

・アドレナリン製剤、抗ヒスタミン剤、抗け

いれん剤、副腎皮質ステロイド剤等の

薬液 

・車椅子 

・ベッド 

※副反応対応個別スペース確保 

□マスク 

□使い捨て手袋（Ｓ・Ｍ・Ｌ） 

□使い捨て舌圧子 

□膿盆 

□聴診器 

□ペンライト 

【文房具類】 

□ボールペン（赤・黒） 

□日付印 

□スタンプ台 

□はさみ 

【会場設営物品】 

□受付業務 PC 

□机 

□椅子 

□スクリーン 

□順路案内、看板等 

□ホワイトボード 

□延長コード 

□冷蔵庫／保冷バッグ・保冷剤 

□ワクチン保管用冷凍庫・冷蔵庫 

□耐冷手袋等 

 

⑩ 感染性産業廃棄物が運搬されるまでに保管する場所は、周囲に囲いを設け、当該廃棄物

の保管場所である旨等を表示した掲示板を掲げること等の必要な措置を講じなければなら

ない。その他、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45 年法律第 137 号）の基準を

遵守すること。また、廃棄物処理業者と収集の頻度や量等についてよく相談する。 

⑪ 感染予防の観点から、接種経路の設定に当たっては、ロープなどにより進行方向に一定の

流れをつくることや、予診票の記入漏れや予防接種の判断を行うに際し、接種の流れが滞

ることがないよう配慮すること。また、会場の確保については、被接種者が一定の間隔を取る

ことができるように広い会場を確保することや要配慮者への対応が可能なように準備を行う。 
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第３節 対応期 

（１） 目的 

国が確保したワクチンを円滑に流通させ、構築した接種体制に基づき迅速に接種できるよう

にする。また、ワクチンを接種したことによる症状等についても適切な情報収集を行うとともに、

健康被害の迅速な救済に努める。 

あらかじめ準備期に計画した接種体制に基づき、ワクチンの接種を実施する。また、実際の

供給量や医療従事者等の体制等を踏まえ関係者間で随時の見直しを行い、柔軟な運用が可

能な体制を維持する。 

 

（２） 所要の対応 

3-1 ワクチンや必要な資材の供給 

① 町は、厚生労働省からの要請を受けて、ワクチンの流通、需要量及び供給状況の把握を行

うものとし、接種開始後はワクチン等の使用実績等を踏まえ、クチンの割り当て量の調整を

行う。 

② 町は、厚生労働省からの要請を受けて、ワクチンについて、各町に割り当てられた量の範

囲内で、接種実施医療機関等の接種可能量等に応じて割り当てを行う。 

③ 町は、厚生労働省からの要請を受けて、ワクチンの供給に滞りや偏在等が生じた場合には、

それらの問題を解消するために、県を中心に関係者に対する聴取や調査等を行って管内

の在庫状況を含む偏在等の状況を把握した上で、地域間の融通等を行う。なお、ワクチン

の供給の滞りや偏在等については、特定の製品を指定することが原因であることが少なから

ずあるため、他の製品を活用すること等も含めて地域間の融通等もあわせて行う。 

 

3-2 接種体制 

① 町は、初動期に構築した接種体制に基づき接種を行う。 

 

3-2-1 特定接種 

3-2-1-1 地方公務員に対する特定接種の実施 

国が、発生した新型インフルエンザ等に関する情報や社会情勢等を踏まえ、医療の提供並

びに国民生活及び国民経済の安定を確保するため緊急の必要があると認め、特定接種を実

施することを決定した場合において、町は、国と連携し、国が定めた具体的運用に基づき、新

型インフルエンザ等対策の実施に携わる地方公務員の対象者に集団的な接種を行うことを基

本として、本人の同意を得て特定接種を行う。 
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3-2-2 住民接種 

3-2-2-1 予防接種体制の構築 

① 町は、国からの要請を受けて、準備期及び初動期に町において整理・構築した接種体制

に基づき、具体的な接種体制の構築を進める。 

② 町は、接種状況等を踏まえ、接種の実施会場の追加等を検討する。 

③ 町は、各会場において予診を適切に実施するほか、医療従事者や誘導のための人員、待

合室や接種場所等の設備、接種に要する資材（副反応の発生に対応するためのものを含

む。）等を確保する。 

④ 発熱等の症状を呈している等の予防接種を行うことが不適当な状態にある者については、

接種会場に赴かないよう広報等により周知すること、及び接種会場において掲示等により注

意喚起すること等により、町は、接種会場における感染対策を図る。また、医学的ハイリスク

者に対するワクチン接種については、接種に係るリスク等も考慮して、接種を実施する場合

であっても、予診及び副反応に関する情報提供をより慎重に行う。 

⑤ 医療従事者、医療機関に入院中の患者、在宅医療を受療中の患者については、基本的に

当該者が勤務する、あるいは当該者の療養を担当する医療機関等において接種を行う。た

だし、在宅医療を受療中の患者や、高齢者支援施設等に入居する者であって、当該医療

機関における接種が困難な場合、訪問による接種も考えられる。 

⑥ 町は、高齢者支援施設、社会福祉施設等に入所中の者など、接種会場での接種が困難な

者が接種を受けられるよう、町の介護保険部署等、医師会等の関係団体と連携し、接種体

制を確保する。 

 

3-2-2-3 接種に関する情報提供・共有 

① 町は、町民に対し、予約受付体制を構築し、接種を開始する。また、町民に対し、接種に関

する情報提供・共有を行う。 

② 町が行う接種勧奨については、整備された情報基盤を介して、接種対象者のマイナポータ

ルアプリ等がインストールされたスマートフォン等に通知する。スマートフォン等の活用が困

難な方に対しては、紙の接種券を発行すること等により接種機会を逸することのないよう対

応する。 

③ 接種会場や接種開始日等について、スマートフォン等に対して電子的に接種対象者に通

知するほか、ウェブサイトや SNS を活用して周知することとする。なお、電子的に情報を収集

することが困難な方に対しては、情報誌への掲載等、紙での周知を実施する。 

 

3-2-2-4 接種体制の拡充 

町は、感染状況を踏まえ、必要に応じて湯河原町の施設等を活用した医療機関以外の接

種会場の増設等を検討する。また、高齢者施設等の入所者等の接種会場での接種が困難な

者が接種を受けられるよう、町の介護保険部署等や医師会等の関係団体と連携し、接種体制
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を確保する。 

 

3-2-2-5 接種記録の管理 

町は、市町村間で接種歴を確認し、接種誤りを防止できるよう、また、接種を受けた者が当

該接種に係る記録を閲覧できるよう、準備期に国が整備したシステムを活用し、接種記録の適

切な管理を行う。 

 

3-3 健康被害救済 

① 予防接種法に基づく予防接種により健康被害が生じた場合、被接種者等からの申請に基

づき、審査会において予防接種と健康被害との因果関係について審査を行い、その結果に

基づき給付が行われる。給付の実施主体は、特定接種の場合はその実施主体、住民接種

の場合は町となる。 

② 住民接種の場合、接種した場所が住所地以外でも、健康被害救済の実施主体は、予防接

種法第 15 条第１項に基づき、健康被害を受けた者が接種時に住民票を登録していた町と

する。 

③ 町は、予防接種健康被害救済制度について被接種者へ情報提供を行い、申請を受け付

けるほか、申請を行おうとする被接種者等からの相談等への対応を適切に行う。 

 

3-4 情報提供・共有 

① 町は、自らが実施する予防接種に係る情報（接種日程、会場、副反応疑い報告や健康被

害救済申請の方法等）に加え、国が情報提供・共有する予防接種に係る情報について住民

への周知・共有を行う。 

② 町は、地域における接種に対応する医療機関の情報、接種の状況、各種相談窓口など、

必要な情報提供を行うことも検討する。 

③ パンデミック時においては、特定接種及び住民接種に関する広報を推進する必要がある一

方で、定期の予防接種の接種率が低下し、定期の予防接種の対象疾病のまん延が生じな

いようにする必要があることから、町は、引き続き定期の予防接種の必要性等の周知に取り

組む。 

 

3-4-1 特定接種に係る対応 

町は、具体的な接種の進捗状況や、ワクチンの有効性・安全性に関する情報、相談窓口（コ

ールセンター等）の連絡先など、接種に必要な情報を提供する。 

 

3-4-2 住民接種に係る対応 

① 町は、実施主体として、住民からの基本的な相談に応じる。 

② 特措法第 27 条の２第１項に基づく住民接種については、接種を緊急に実施するものであ
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り、接種時には次のような状況が予想される。 

ａ 新型インフルエンザ等の流行に対する不安が極めて高まっている。 

ｂ ワクチンの需要が極めて高い一方、当初の供給が限られている。 

ｃ ワクチンの有効性・安全性については、当初の情報が限られ、接種の実施と並行して情

報収集・分析が進められるため、逐次様々な知見が明らかになる。 

ｄ 平時の予防接種では実施していない接種体制がとられることとなり、そのための混乱も起

こり得る。 

③ これらを踏まえ、広報に当たっては、町は、次のような点に留意する。 

ａ 接種の目的や優先接種の意義等を分かりやすく伝える。 

ｂ ワクチンの有効性・安全性についての情報をできる限り公開するとともに、分かりやすく伝

える。 

ｃ 接種の時期、方法など、町民一人一人がどのように対応するべきかについて、分かりや

すく伝える。 

 


